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  豊洲市場の開場にあたり、都が責任をもって全力で取り組んでいくこととした①土壌汚染対

策、②新市場と一体となった賑わいの場の整備、③地下鉄８号線を含む交通対策の３つの項目

のうち、本資料では、地下鉄８号線の延伸について報告する。 

○地下鉄８号線の延伸 

都は、平成 31年３月の清掃港湾・臨海部対策特別委員会において、都が考える事業スキーム

の概要を提示し、これに基づき、これまで都として精力的に国や東京メトロ等との調整を進めて

きた。 

昨年７月、国の交通政策審議会から「早期の事業化を図るべき」と答申され、この答申を踏ま

え、同日、東京都知事と国土交通大臣が面談を行った。その中で、地下鉄８号線の延伸につい

て、東京メトロを事業主体とし、国と都が財政支援を行うなど、地下鉄ネットワークの充実に向

けて連携して取り組むことを合意し、事業化に向けた課題の解決が図られた。さらに、この合意

等を受け、本年１月、東京メトロが事業主体として本路線の事業許可を国へ申請したこと等によ

り、地下鉄８号線延伸のための事業スキームの構築が図られた。 

地下鉄８号線の延伸は、東西線の混雑緩和はもとより、臨海地域の更なる発展にも寄与する重

要な路線であり、今後、国や江東区、東京メトロなど関係者と一層連携し、来年度早々にも都市

計画や環境影響評価の手続に着手する。 

（１）平成 30年度末に都が提示した事業スキーム 

・都は、平成 31 年３月の清掃港湾・臨海部対策特

別委員会において、事業スキームの概要を提示

し、それに基づき関係者との協議、調整を進めて

きた。 

【事業スキームの概要】（H31.3東京都） 

・地下鉄８号線の延伸は、既存路線を含めた運行上

の観点や整備段階での技術的な観点から、都とし

ては、「東京メトロによる整備・運行が合理的」

と考える。 

・また、「地下高速鉄道整備事業費補助」（以下、

地下鉄補助）は、整備区間のみの収支採算性の確

保に主眼が置かれており、結果として「『都市鉄

道利便増進事業費補助』よりも地下鉄補助が有

効」である。 
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【主な課題】（H31.3東京都） 

・東京メトロは有価証券報告書において、「今後は新線建設を行わない方針」としている。なお、

今後、新線建設に対する協力を求められる場合には「当社の経営に悪影響を及ぼさない範囲内

において行う方針」としている。そのため、東京メトロによる整備にあたっては、関係者と調

整し、有価証券報告書の記載事項の変更等について協議、調整する必要がある。 

・また、現在、東京メトロによる新線建設は地下鉄補助の対象外となっているため、地下鉄補助

に係る要綱の改正を行う必要がある。なお、事業性を確保する上で前提としている地下鉄補助

の所要額については、最大限確保していく必要がある。 

（２）地下鉄ネットワークの充実に関する国への要請 

・都は、地下鉄８号線延伸の課題解決に向けて、

提示した事業スキームの概要に基づき、関係

者との協議、調整を精力的に進めてきた。 

・そのような中、昨年１月、国は交通政策審議

会鉄道部会の下に、「東京圏における今後の地

下鉄ネットワークのあり方等に関する小委員

会」を新たに設置した。 

・国が小委員会の設置を公表した昨年１月 20

日、都は国に対し、地下鉄ネットワークの充

実に関する要請を行い、その中で、地下鉄８

号線の延伸について、事業主体の選定等の

課題解決に向けた検討を要請した。 

（３）交通政策審議会からの新たな答申 

・本小委員会では、東京都都市整備局、東京メトロ等がオブザーバーとして参加し、学識経験者

等を中心に構成された委員により、「今後の地下鉄ネットワークのあり方」や「東京メトロが果

たすべき役割」等について議論されてきた。 

・第２回小委員会での「関係者からのヒア

リング」において、都は、地下鉄８号線

延伸の意義や課題を説明するとともに、

今後、東京メトロが果たすべき役割等に

ついて、都としての考えを示した。 

・その後、小委員会において論点整理が進

められた結果、昨年７月 15 日に交通政

策審議会答申第 371号「東京圏における

今後の地下鉄ネットワークのあり方等

について」が公表された。 

 

審議日程 回数 審議内容

令和３年

１月22日
第１回

○諮問の背景、現状整理

○今後のスケジュール

2月18日 第２回 ○関係者からのヒアリング（東京都、東京メトロ）

4月2日 第３回
○これまでの議論について

○今後の検討について

5月11日 第４回 ○論点整理

7月8日 第５回 ○答申案

＜都知事から国土交通大臣への要請（令和3年1月20日）＞ 

 
出典：小委員会第１回資料を基に更新 

＜小委員会における審議スケジュール＞ 
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・新たな国の答申において、地下鉄８号線の延伸は「早期の事業化を図るべき」とされ、事業主

体については、「東京メトロのネットワークとの関連性があり、運賃水準や乗換利便性など利

用者サービスの観点や整備段階での技術的な観点からも、東京メトロに対して事業主体として

の役割を求めることが適切」であることが示された。 

・一方で、「多額の設備投資を伴う新線整備に対して協力を求めるに当たっては、東京メトロの

経営に悪影響を及ぼさないことが大前提」であり、「社会的・経済的見地からの必要性により

整備が行われるものであり、受益と負担の関係も踏まえ、十分な公的支援が必要」とされた。 

・また、「特に、東京８号線の延伸については、既存路線の混雑緩和に資する路線である一方、

当該路線の需要の一部は東京メトロ既存路線の乗客が転移することにより生じると想定され

ており、東京メトロの経営全体への影響も精査した上で、支援を検討する必要がある」とされ、

こうしたことから、「類似事例に適用実績がある地下高速鉄道整備事業費補助や独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構による都市鉄道融資の活用が適切」であることが示された。 

（４）地下鉄ネットワークの充実に関する国との合意 

・この答申を踏まえ、同日７月 15日、東京

圏における地下鉄ネットワークの充実に

関する今後の取組について、知事と国土

交通大臣が面談を行った。 

・その中で、地下鉄８号線の延伸について、

東京メトロを事業主体とし、国と都が財

政支援を行うなど、地下鉄ネットワーク

の充実に向けて国と都が連携して取り組

むことを合意し、事業化に向けた課題の

解決が図られた。 

（５）事業スキームの構築 

この合意等を受け、本年１月、東京メトロが事業主体として本路線の事業許可を国へ申請した

こと等により、「地下鉄補助を活用し、事業主体は東京メトロ」とする事業スキームの構築が図

られた。 

【費用負担】 

・国の交通政策審議会の答申を踏まえ、

都は国と共に、地下鉄補助を活用し、

対象建設費について国が約 25.7％、

都が約 48.6％を支援し、残り   

約 25.7％及び補助対象外事業費については、国が東京メトロに対し、鉄道運輸機構による都市

鉄道融資（財政投融資）を行っていくこととした。 

・これに基づき、都は本年１月 28 日に公表した東京都の来年度予算案において、早期事業化に

向け、東京メトロが実施する地下鉄８号線延伸の環境調査や設計等に関する予算を計上した。 

＜知事と国交大臣のテレビ会議（令和３年７月15日）＞ 

国 補助
２５．７％

都 補助
４８．６％

事業者
※鉄道運輸機構による都市鉄道融資

＜地下鉄８号線延伸の費用負担＞ 

※区負担については現在、江東区と協議中 
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・なお、区の費用負担については、現在、江東区と

協議中であり、引き続き、協議を進めていく。 

【事業主体】 

・東京メトロは、昨年８月 10 日に提出された有価

証券報告書（四半期報告書）において、「８号線の

延伸（豊洲～住吉間）及び都心部・品川地下鉄構

想（白金高輪～品川間）については、当社の経営

に悪影響を及ぼさないよう、交通政策審議会答申

第 371号及び国と東京都の合意に基づき、十分な

公的支援及び当社株式の売却が確実に実施され

ることを前提に、事業化に向けて取り組む」こと

とした。 

・さらに、東京メトロは整備主体となることがさら

なる企業価値向上に資するものと判断し、都が来

年度予算案を公表した同日、本年１月 28 日、東

京メトロは事業化に向け、国土交通大臣に対し、

地下鉄８号線延伸の鉄道事業許可を申請した。 

（６）今後の取組 

・地下鉄８号線延伸の工事着手に向けては、

関係者との協議、調整を加速し、都市計画や

環境影響評価等の手続を進める必要があ

る。 

・また、沿線まちづくりの具体化など、関係者

がより一層連携して取り組んでいく必要も

ある。 

・都としては、地下鉄８号線の延伸を、東西線

の混雑緩和はもとより、臨海地域のさらな

る発展にも寄与する重要な路線であると強

く認識しており、今後、国や江東区、東京メ

トロなど関係者と一層連携し、来年度早々

にも都市計画や環境影響評価の手続に着手

する。 

  

 

    ＜事業許可申請された計画路線図＞ 

＜一般的な工事着手に向けた手続の流れ＞ 



 

5 

 

参考（１）東京圏における地下鉄ネットワークの充実について（要請）（令和３年１月 東京都） 

     ※赤線加筆 

  

東京圏における地下鉄ネットワークの充実について（要請） 

東京都知事 

 小 池 百合子 

国土交通大臣 

 赤 羽 一 嘉 殿 

令和３年１月２０日 

貴省におかれましては、日頃から、東京都が進める都市基盤整備に御理解と

御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、貴省の交通政策審議会の下に「東京圏における今後の地下鉄ネット

ワークのあり方等に関する小委員会」が設置され、東京圏における今後の地下

鉄ネットワークのあり方等について検討が開始されることになりました。 

都では、交通政策審議会答申第１９８号に位置付けられた地下鉄ネットワ 

ークの充実に向け、これまで関係者との協議、調整を進めてきたところですが、

東京８号線（有楽町線）の延伸（豊洲～住吉）については事業主体の選定等の

課題があるほか、都心部・臨海地域地下鉄構想及び都心部・品川地下鉄構想に

ついては事業化に向けた路線への位置付け等の課題があります。 

つきましては、本審議会において、これらの課題解決に向けた検討がなされ

るとともに、「東京メトロが果たすべき役割」の検討に当たっては、首都中枢 

エリアを担う公共的役割について十分勘案していただきますようお願い申し

上げます。 

貴省におかれましては、今後とも、東京圏における地下鉄ネットワークの充

実に向け、積極的な御支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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参考（２）交通政策審議会答申第371号（令和３年７月 交通政策審議会） 

     （「１．今後の地下鉄ネットワークのあり方について」からの抜粋） 

※赤線加筆 

 

 

 

  



 

7 

 

参考（３）交通政策審議会答申第371号（令和３年７月 交通政策審議会） 

     （「２．東京圏の地下鉄ネットワークにおける東京メトロの役割について」からの抜粋） 

※赤線加筆 
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参考（４）知事と国土交通大臣とのテレビ会議 東京都提出資料（令和３年７月） 
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参考（５）令和４年度 鉄道局関係予算決定概要 （令和３年 12月 国土交通省） 
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参考（６）令和４年度 東京都予算案の概要（令和４年１月 東京都） ※赤枠加筆 
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参考（６）令和４年度 主要事業（令和４年１月 東京都） ※赤枠加筆 
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参考（７）鉄道事業許可申請に関する報道発表（令和４年１月 東京メトロ） 
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参考（７）鉄道事業許可申請に関する報道発表（令和４年１月 東京メトロ） 
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参考（８）「未来の東京」戦略 version up 2022（令和４年２月 東京都） ※赤枠加筆 
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参考（９）有価証券報告書（抜粋）（令和３年８月 東京地下鉄株式会社） 

⑦新線建設について 

 営団を廃止し、株式会社である当社を設立して民営化していくという国及び東京都の方針は、営団の設

立目的である「地下鉄網の整備」に目途が立ったことから決定されたものであるという経緯も勘案し、当

社は、2008年６月14日に開業した副都心線を最後として、今後は新線建設を行わない方針です。 

なお、今後新線建設に対する協力を求められる場合には、当社は都市鉄道ネットワークの一部を構成す

る事業者としての立場から、「当社の経営に悪影響を及ぼさない範囲内において行う」という方針で対応

していきたいと考えています。 

また、1982年１月に免許申請を行った８号線（豊洲～亀有間14.7km）については、半蔵門線（水天宮前

～押上間）の開業や輸送需要予測の減少等、免許申請時とは事業環境が異なってきたことから、当社とし

ては、整備主体となることは極めて困難と認識しています。 

ただし、８号線の延伸（豊洲～住吉間）及び都心部・品川地下鉄構想（白金高輪～品川間）について

は、当社の経営に悪影響を及ぼさないよう、交通政策審議会答申第371号及び国と東京都の合意に基づき、

十分な公的支援及び当社株式の売却が確実に実施されることを前提に、事業化に向けて取り組みます。こ

れらの新線建設に対する当社グループの関与の具体的な内容や、輸送需要を含めた事業環境の変化、公的

支援の実施状況等によっては、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

参考（10）有価証券報告書（抜粋）（令和４年２月 東京地下鉄株式会社） 

⑦新線建設について 

 当社は、８号線の延伸（豊洲～住吉間）及び都心部・品川地下鉄構想（白金高輪～品川間）（以下「両

路線」といいます。）については、沿線の開発状況等を勘案した輸送需要予測の動向を踏まえ、交通政策

審議会答申第371号及び国と東京都の合意に基づく十分な公的支援及び当社株式の売却が確実に実施される

ことを前提に、当社ネットワークに関連する両路線の整備主体となることがさらなる企業価値向上に資す

るものと判断し、事業化に向けて、2022年１月に国土交通大臣に対し、鉄道事業許可申請を行いました。 

 しかしながら、両路線の新線建設を進めるにあたり、輸送需要を含めた事業環境の変化、想定外の建設

スケジュールの長期化や追加コストの発生、公的支援の実施状況等によっては、当社グループの業績等に

影響を及ぼす可能性があります。 

 今後も当社は両路線を除き新線建設を行わず、また、新線建設に対する協力を求められる場合には、都

市鉄道ネットワークの一部を構成する事業者としての立場から、「当社の経営に悪影響を及ぼさない範囲

において行う」という方針で対応していきたいと考えています。 

 なお、1982年１月に免許申請を行った８号線（豊洲～亀有間14.7km）については、半蔵門線（水天宮前

～押上間）の開業や輸送需要予測の減少等、免許申請時とは事業環境が異なってきたことから、当社とし

ては、整備主体となることは極めて困難と認識しています。 
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参考（11）事業スキームについて 

（平成 30年 12月 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会 東京都提出資料） 

○事業スキームとは、事業を行う枠組みであり、その構築にあたっては、事業主体・補助制度の選定な

ど、関係者との協議・調整が必要となる。また、事業採算性についても確認が必要となる。 

○事業主体について、鉄道事業法では、営業主体と線路の所有主体の分離を認め、以下に示す３種類の事

業形態を定義している。 

①第一種鉄道事業：鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業であって、第二種鉄道事業以外のもの 

②第二種鉄道事業：自らが敷設する鉄道線路以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を

行う事業 

③第三種鉄道事業：鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもって鉄道線路を敷設する

事業及び敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業 

○本路線では、上記①の上下一体方式、または②③の組み合わせの上下分離方式が考えられる。 

○補助制度については、「地下高速鉄道整備事業費補助」もしくは「都市鉄道利便増進事業費補助」の適

用が考えられる。 

①地下高速鉄道整備事業費補助 

・・・大都市及びその周辺において通勤・通学輸送を目的として、主として地下に建設される鉄道の整

備を促進するため、その整備を行う地方公共団体等の事業者に対して、建設費及び大規模改良

工事費等の一部を補助する 

② 都市鉄道利便増進事業費補助 

・・・相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワークを有効活用し、利用者利便の増進を図るため、連絡

線の整備、相互直通化を行い、速達性の向上を推進する事業、また、駅周辺整備と一体的に行

う駅整備による交通結節機能の高度化を図る事業に対し、その経費の一部を補助する 

○平成29年３月に区が取りまとめた調査報告書において、整備主体は第三セクター、営業主体は東京メト

ロを想定しているが、「上下分離方式が最も効果的・効率的な手法と言えるかについて議論が必要」と

している。また、「営業主体（想定：東京メトロ）のその他路線に生じる収支上の影響について、関係

者間で調整が必要」としている。 
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参考（12）事業スキームの概要 

（平成31年３月 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会 東京都提出資料） 

○補助制度 

・補助制度は、「地下高速鉄道整備事業費補助」（以下、地下鉄補助）もしくは「都市鉄道利便増進事業

費補助」（以下、利便増進）の適用が考えられる。 

・利便増進は、整備区間のみならず、制度上営業主体のその他の路線に生じる営業損益を含めた事業性の

確保が前提であり、本路線の特徴を踏まえると事業性の確保が困難である。 

・一方、地下鉄補助は、整備区間のみの収支採算性の確保に主眼が置かれており、結果として利便増進よ

りも地下鉄補助が有効である。 

○事業性 

・平成31年３月１日に開催された国主催の検討会において、三セク整備、地下鉄補助を前提として、一定

の条件のもとで事業性が確保できることが確認された。 

・さらに、行程について、本検討会では、建設期間10年と設定されており、この期間も念頭に置きなが

ら、関係者間で更に検討を進めていくことが重要と考える。 

○事業主体 

・本路線は、東京メトロの２つの路線間を結ぶ計画であるとともに、その両端の駅となる豊洲駅、住吉駅

は既に乗り入れ可能な構造になっている。また、本路線は、東京メトロ東西線の東陽町駅にも接続する

計画である。 

・そのため、既存路線を含めた運行上の観点や整備段階での技術的な観点から、都としては、東京メトロ

による整備、運行が合理的と考える。 

 

 

参考（13）主な経緯（平成30年度以降） 

○平成30年４月 東京都鉄道新線建設等準備基金の創設（都） 

・交通政策審議会の答申で事業化に向けて検討などを進めるべきとされた地下鉄８号線の延伸をはじ

めとする６路線にかかる調査費を計上するとともに、東京都鉄道新線建設等準備基金を創設し、事

業の裏づけとなる財源をあらかじめ確保した上で、都の取り組み姿勢を明確に示した。 

 

  ○平成30年５月 東京圏における国際競争力強化に資する鉄道ネットワークに関する検討会 

～31年３月 （国、都、区、鉄道事業者等） 

・地下鉄８号線の延伸をはじめとする国際競争力強化に資する鉄道ネットワークプロジェクトについ

て、「事業性に関する検討をより深度化し、今後の関係者による議論に資するデータ等を提供す

る」ことを目的に、平成30年５月に国は鉄道ネットワークに関する検討会を立ち上げ、都は江東区

や鉄道事業者等とともに参画し、４回開催されたワーキンググループにおいて需要予測や収支採算

性等の事業性に関する検討を行った。 

・なお、総事業費については、平成28年度の江東区調査の中で、約1,560億円（建設費1,420億円、車

両費140億円）と算定され、本検討会においてもこれを踏襲している。 

・平成31年３月の検討会の最終回で事業性等が確認され、５月に調査結果が公表された。 

  



 

18 

 

  ○平成30年６月 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会 

・都は、「今後、地下鉄８号線の事業スキーム等の課題解決に向けて、主体的に関係者との協議、調

整を進める」こと、さらに、「今年度中を目途に、地下鉄８号線延伸のための事業スキームの構築

に向け取り組んでいく」こととした。 

 

  ○平成 31年３月 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会 

・都は、国や鉄道事業者等との調整を進め、都が考える地下鉄８号線の延伸に係る事業スキームの概

要を提示し、その考えに基づき、関係者間で更なる検討を進めていくこととした。 

 

  ○令和２年１月～ 東京８号線延伸の技術的検討に関する勉強会 

・国や東京メトロとともに地下鉄８号線の技術的な検討を進めることを目的とした勉強会を昨年１月

に立ち上げた。 

・第２回において、建設計画の精査、運行計画の精査、これらを踏まえた需要予測の確認等につい

て、東京メトロの地下鉄事業者としての専門的知見を活用して検討を行っていくこととした。 

・第３回において、まずは、接続駅の位置や構造に大きく影響するなど、全体計画の根幹となる本線

部の建設計画について、施工方法等の検討を行った。 

・第４回から６回において、難工事が想定される東陽町駅の駅改良について、西改札利用者と乗換利

用者が交錯しにくい乗換動線や、埋設物等の制約条件を踏まえた駅施設の構造等の検討を行った。 

・第７回において、地下鉄８号線の延伸に伴い３路線が乗り入れる住吉駅について、「乗換需要に対

応した混雑緩和対策」や「本線接続の施工方法」を検討した。 

 

  ○令和２年３月～ 江東区議会 清掃港湾・臨海部対策特別委員会（都の主な報告事項） 

・令和３年１月、国は交通政策審議会鉄道部会の下に、「東京圏における今後の地下鉄ネットワーク

のあり方等に関する小委員会」を新たに設置した。国が小委員会の設置を公表した１月 20日、都は

地下鉄８号線について、事業主体の選定等の課題解決に向けた検討を要請した。 

・都は、令和３年３月に策定した「『未来の東京』戦略」において、地下鉄８号線の延伸は、都として

「事業化に向けた協議、調整をさらに加速」する路線であることを位置付けた。 

・事業計画については、関係者間で合意した検討項目について、新型コロナウイルスの影響も注視し

ながら、引き続き、東京メトロの地下鉄事業者としての専門的知見を活用して、技術的な検討を進

めていくこととした。 

 

  ○令和３年７月 交通政策審議会答申第 371号 

（東京圏における今後の地下鉄ネットワークのあり方等について） 

・令和３年１月に設置された小委員会において議論され、令和３年７月、「今後の地下鉄ネットワー

クのあり方」や「東京圏の地下鉄ネットワークにおける東京メトロの役割」、「東京メトロの役割

を踏まえた株式売却のあり方」について交通政策審議会から答申された。 

・この答申を踏まえ、答申が公表された同日に知事と国土交通大臣が面談を行い、地下鉄８号線につ

いて、東京メトロを事業主体とし、国と都が財政支援を行うなど、地下鉄ネットワークの充実に向

けて国と都が連携して取り組むことを合意した。 


